
 

 

 

 

 

 

 

特定最低賃金の改正決定を諮問 

 

 

福井労働局長（加藤
かとう

滋
しげ

穂
お

）は、８月２６日（火）に開催された福井地方最低賃金審議

会（会長 野
の

村
むら

直
なお

之
ゆき

）において、４業種の「特定最低賃金」における平成２６年度の改

正決定について諮問を行った。 

今後、福井地方最低賃金審議会の下に専門部会を設置し、本年１２月下旬発効を目途

に具体的な審議が行われることとなる。 

 

 

改正諮問を行った４業種 

１ 福井県紡績業，化学繊維、織物、染色整理業最低賃金 

２ 福井県繊維機械、金属加工機械製造業最低賃金 

３ 福井県電気デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品、その

他の電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業

用電気機械器具、電子応用装置、通信機械器具・同関連機械器具、映像・音響機械

器具製造業最低賃金（略称 福井県電気機械器具製造業最低賃金） 

４ 福井県百貨店，総合スーパー最低賃金 
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